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予算審査特別委員会 

                       

日 時  平成３０年３月９日（金） 

                       午後１時～午後２時５５分 

                  場 所  議場 

 

出席者   委員長、副委員長、委員９名（欠席：なし） 

説明員   財原建設課長、安達室長、高橋室長 

傍聴者   なし 

書 記   岩﨑議会事務局長、井川主事 

 

○山本委員長 ただいまより予算審査特別委員会を再開いたします。 

 本日は建設課の審査を予定をしております。 

 まず最初に、お手元の資料の確認をしていただきたいと思います。モンゴル日

本語学校の概要及び鳥取県の取り組みというものが１部あると思いますし、もう

１部は本日説明していただきます建設課の資料があると思いますので、御確認を

していただきたいと思います。よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 そうしますと、２８年度決算審査特別委員会審査意見を新年度予算にどのよう

に生かされたのか報告をしていただいた後、当初予算説明資料８８ページから９

８ページ、公共土木施設災害復旧事業まで、一般会計全部でございますが、説明

をしていただきたいと思います。 

 財原建設課長。 

○財原建設課長 そういたしますと、最初に、建設課のほうから本予算審査特別

委員会の説明資料ということで、タブレットのデータにも入れとりますが、お手

元の配付しました資料に基づいて御説明いたします。 

 最初に、１つ目に、平成２９年度の３月補正の予算の中で、荒木委員さんのほ

うから説明を求められました林道災害復旧費の予算経過ということで、資料を整

理しております。林道の平成２９年度の災害につきましては、台風１８号、９月、

それと台風２１号の１０月の災害がありまして、宮内の小熊井谷線、それと上萩

山の船通山線、新屋の窓山線、３カ所、３路線の災害復旧費を９月補正予算から
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５２０万、１２月補正３，１００万、３月補正は、予算の組み替えで委託料と工

事請負費を組み替えまして、総額３，６２０万円をお願いしたところであります。

その明細につきましては、お示しいたしておりますように、３月補正で測量設計

の委託料、これの精査でトータル２００万円を減額、それと、工事請負費につき

ましては、小熊井谷線の非補助になったものが２００万円増額になったという内

訳となっております。 

 ２つ目に、平成２８年度の決算審査特別委員会の審査意見につきまして、建設

課の国土調査事業につきまして、認証申請がおくれて、事業の進捗に大きな影響

を及ぼしていると、この推進に取り組むということで意見書をいただいておりま

す。この件につきまして、２ページ以降お開きいただければと思います。 

 最初に、鳥取県の地籍調査事業の概要であります。県内の１９市町村の取り組

み状況ですが、北栄町と日吉津村の２町村がこれまでに事業完了し、残る１７市

町、平成２７年度から境港市が始まって、残った１７市町が取り組んでるという

状況であります。 

 下段のほうに、鳥取県全体で２７年度末の進捗率は２８．３％。ただ、これは

全国平均の進捗率は５１％となっておりまして、都道府県別でいきますと、全県

でいけば３２位という位置づけになっておりまして、全国的にはまだ鳥取県全体

としてはおくれているという状況を示してあります。 

 ３ページに、県内の市町村別の進捗状況を示したグラフを添付しております。

日南町は、このデータで２９．４％の進捗率になっておりまして、県内１９市町

の中では１０番目という位置になっております。先ほどの県平均が２８．３％で

すので、ほぼ県の進捗率並みという状況になっております。 

 ４ページに、鳥取県の地籍調査、国土調査事業の予算の推移ということで、こ

の１０年近くの推移をあらわした表です。平成１８年には県全体で４億８，００

０万の事業費が平成の２８年度には１０億６，０００万まで伸びておりますが、

決算審査の中でありましたように、平成２９年度は県の全体事業費も９億１，０

００万に若干下がりました。その影響で、日南町への配分が３，０００万円とい

う結果になっております。３０年度の現在の県の予算の状況は、担当課の要求ベ

ースでいきますと１３億４，０００万円ですが、予算査定の経過で確認しますと

９億４，０００万ということで、対前年から微増ですので、相変わらず予算は鳥
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取県全体では厳しい状況ということになっております。 

 ５ページ目に、これまで日南町での事業費、進捗状況を示した表であります。

平成２９年度は１億６，７００万円を事業費要求しましたが、３，０００万円と

いう結果になっております。今回、３０年度予算計上額は１億４，４６８万円と

いうことで、事業を再度推進したいということで県と調整して計上しております

が、先ほどの県の予算状況も９億４，０００万円ということで、７０％査定とい

う結果になっておりますので、国からの配分、県の予算状況を見ても、厳しい状

況は変わらないというところになっております。 

 下段に、これは国全体の事業費を示しております。地籍調査整備の推進という

ことで、国全体は１０８億円、これは前年度を確保してるという結果にはなりま

すが、実質は社会資本整備等の公共工事の関連、これにまず重点配分されます。

地籍調査費の負担金、これが日南町が推進する事業費に含まれますが、実質はこ

の中の都市部のほうが優先されております。また、地方部でも防災安全というこ

とで土石流の危険区域とか砂防事業の多い箇所、そういったものが重点配分され

るということで、日南町の一般調査で予算が配分される部分はかなり厳しい状況

は続いております。 

 前年度３，０００万円ということの結果の一つの要因が、認証遅延のことが一

つ要因にあります。決算審査でも、６月の定例会でも一般質問がありましたが、

６ページ上段、２９年度で遅延認証、最終的に法務局まで送付できてないという

箇所が、古いものが２２番までの赤い部分に示しております。それと、２９年度

新たに遅延した箇所が３９番までということで、１７カ所ふえております。２９

年度は、ここで青字で日付を入れておりますが、この部分、認証の解消に向けて、

鋭意、県の認証検査に向けて取り組んでおります。赤枠で囲んだところ、来週の

１５日ですが、当初の遅延部分の県の検査は来週で完了予定。それと、２９年度

に新たに遅延になるものに関しましても、最終的に８カ所、５月の予定で県の検

査を受けて、解消に向けて進めてるという状況であります。町長も申しましたよ

うに、１桁台に遅延のおくれを抑えるということで鋭意進めてるところでありま

す。 

 この状況を７ページに地図で示しております。町全体の進捗状況でありまして、

色的にベージュ、肌色で示した部分が法務局まで完了してるところ、赤い部分に
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ついては遅延の解消を今、努めているところです。青色部分は３０年度の遅延対

象となるということで、これも合わせて県の検査を受けて、認証の請求を行うと

いう予定にしております。緑色部分は３０年度の事業実施ということで、先ほど

の１億４，４００万円の予定で進めたいと県に予算要求をしてる段階の場所であ

ります。 

 裏面の８ページには、これは国土交通省の地籍事業の進捗状況ということで、

こういった事業の進捗につきましても、ホームページ等で閲覧できるということ

になっております。この図は県全体でどのように地籍が進んでいるかということ

で御参考までに添付しておりますので、よろしくお願いします。 

 いずれにしても、予算配分の方針というのは、認証の遅延の解消、まずこれが

一つ、それと、推進体制を整えるということで、先ほどの説明しました認証の遅

延につきましては、を進めてる状況と、あとは推進体制ということで、２９年度

は専門の職員も配置しました。また、組織化につきましても、そういった機構改

革っていうか、新しく地籍調査の室をつくるなり、課までは難しいとは思います

が、そういったことは人事のほうにも要求をしてる状況であります。 

○山本委員長 一般会計……（「言っていいですか」と呼ぶ者あり）続けてくだ

さい。 

○財原建設課長 そうしますと、平成３０年度、建設課の予算計上につきまして、

概略を御説明いたします。 

 一般会計、衛生費、農林水産業費、土木費、災害復旧費、総額９億１，５００

万円、前年に比較しますと９６．１７％で、３，６００万円の減となっておりま

す。これに、簡易水道特別事業会計２億７，３００万円、それと農業集落排水事

業特別会計で２億９００万円、合わせますと、３会計合わせまして１３億９，９

００万円を建設課で計上しております。これは、対前年比９９．１％で、１，２

００万円の微減ということで事業を組んでおります。 

 詳細は、説明資料に基づき、担当室長のほうからさせますので、よろしくお願

いいたします。 

○山本委員長 高橋室長。 

○高橋室長 そうしましたら、平成３０年度一般会計当初予算の説明のほうをさ

せていただきたいと思います。資料のほうは８８ページでございます。 



－5－ 

 初めに、上段ですが、井戸水等安定確保推進事業でございます。目的としまし

ては、水道の未普及地域の生活環境の改善のために、水源の確保、水質検査を推

進する目的で助成のほうを行っております。 

 執行経費のほうでございますが、負担金補助及び交付金ということで、水源の

確保としまして助成費９０万円、水質検査としまして２万円の予算を計上してお

ります。 

 続きまして、下段でございます。合併処理浄化槽設置整備事業でございます。

事業の目的でございますが、合併処理浄化槽の公債費の償還のために特別会計の

ほうに繰り出しを行います。あわせまして、浄化槽設置整備事業の建設費の補填

のために、特別会計に繰り出しを行っております。 

 本年度の予算ですが、１，６７０万８，０００円、前年度と比較しまして２，

５０２万５，０００円の減でございます。（「桁が１つ違います、２５０」と呼

ぶ者あり）失礼しました。前年度比較でございますが、２５２万５，０００円の

減でございます。失礼いたしました。 

 続きまして、８９ページをごらんください。上段でございます。簡易水道事業

でございます。事業の目的でございますが、簡易水道事業の公債費償還、施設管

理に要する費用の補填のために、特別会計のほうに繰り出しを行います。 

 本年度予算でございますが、４，９９７万８，０００円に対して、前年度比と

比較しまして１，０００万９，０００円の減という予算になっております。内訳

でございますが、公債費の償還のほうが３，８４８万８，０００円、業務費に係

ります施設管理の費用でございますが、１，１４１万８，０００円、統合簡易水

道事業に伴います建設費でございますが、７万２，０００円、これを繰出金とし

て特別会計のほうに支出するというものでございます。 

 ページが少し飛びますが、９１ページをごらんいただきたいと思います。９１

ページの上段でございますが、農業集落排水事業でございます。目的は、農業集

落排水事業の公債費償還のために、特別会計へ繰り出しするものでございます。 

 本年度予算でございますが、６，３１３万４，０００円で、前年度比と比較し

まして５３万３，０００円の増でございます。内訳でございますが、農業集落排

水事業の公債費償還で、６，３１３万４，０００円を繰り出しするものでござい

ます。 
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○山本委員長 全部続けてください。 

 安達室長。 

○安達室長 済みません、そうしますと、９６ページの下段まで基盤整備室の担

当の事業になりますので、説明をさせていただきます。 

 まず、８９ページの下段、農用地総合整備事業になります。こちらの事業につ

きましては、継続事業でありますけれども、県営の事業であります。阿毘縁地区

の土地改良事業に係るものとなります。 

 本年度の予算につきまして、７６５万３，０００円を計上しております。前年

度の比較で５４３万７，０００円の増額となっております。この要因といたしま

しては、本年度、委託料のほうが６７０万円を計上しておりまして、内容といた

しましては、２工区になります大菅側になりますけれども、確定測量や換地計画

の作成を予定しておりますため、前年度に比べて委託料の部分が増額となってお

ります。 

 続きまして、９０ページ上段の農道等維持管理事業になります。こちらの事業

につきましては、町が管理を行っております農道の維持管理を主に行っておりま

す。 

 ３０年度の予算額につきましては、１，５８７万円を上げさせていただいてお

ります。例年どおりの広域農道の維持管理につきましては特に変わりはございま

せんけれども、３０年度につきましては、下石見地内の亀山大橋の橋梁点検を予

定しております。亀山大橋が橋長が１９８メートルになりますけれども、この橋

梁点検につきましては、ＪＲが管理するＪＲの線路、路線をまたいでおりますの

で、ＪＲに係る部分、１径間分につきましては、保安上、ＪＲに点検業務を委託

して事業を行います。その他の部分につきましては、町のほうで委託をして、事

業を進める予定にしております。 

 財源といたしましては、国庫支出金になりますけれども、農山漁村地域整備交

付金が対象事業費、委託業務の１，０００万円の５０％で５００万円を計上して

おります。 

 続きまして、９０ページの下段になります。国土調査事業になります。 

 先ほど課長のほうが申し上げましたけれども、本年度の予算額としましては、

１億４，９２９万４，０００円の予算を計上させていただいております。こちら
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につきましては、全ての地区につきまして事業を並行するということで、県への

要望額ベースで予算計上をさせていただいております。県の配分につきましては、

先ほどもありましたように、これから、３月の終わりから４月にかけて県の配分

の通知があるものと思われます。現在のところ、要望ベースで予算を計上させて

いただいております。 

 駆け足になりますけれども、９１ページ、下段になります。単県土地改良事業

になります。こちらにつきましては、県のしっかり守る農林基盤交付金を活用し

た事業となっております。 

 本年度、平成３０年度につきましては、１，１６０万円を計上させていただい

ております。平成２９年度当初予算と比較しますと、７３０万円の減となってお

ります。これにつきましては、平成２９年度は町の発注の石見西校線の水路修繕

を行った関係で、ことしはそちらについて該当がございませんので、減額となっ

ております。 

 続きまして、９２ページ、上段の治山事業になります。こちらにつきましては、

口頭で訂正をさせていただきます。前年度の予算のところが説明資料の中でゼロ

となっておりますけれども、４００万円、本年度、３０年度と同額の４００万円

を予算を計上しておりました。（「直ってます」と呼ぶ者あり）なってる。あれ。

（「訂正終わってる」と呼ぶ者あり）訂正終わってる。済みません。失礼しまし

た。 

 そうしますと、治山事業になりますけれども、こちらにつきましては、平成２

９年度当初も飛時原地区の斜面崩壊につきまして予算計上させていただいており

ましたけれども、県の配分がありませんで、１２月議会のほうで補正予算で減額

をさせていただいたものを再び予算化させていただくものです。 

 財源につきましては、昨年度と変わらず、小規模の急傾斜地崩壊対策事業補助

金１６０万円を見込んでおります。 

 続きまして、９２ページ、下段、林道新設改良事業になります。現在整備を行

っておりますけれども、林道内方線について、延長約２キロメートルの事業にな

りますけれども、こちらの事業を進めるのと、あと、県営事業になりますけれど

も、林道窓山線、こちらにつきましても、受託をしまして、事業を進めてまいり

ます。 
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 本年度の予算が９，４００万円としております。前年度の比較で１，５３２万

円の減額となっております。こちらにつきましては、林道内方線の工事請負費の

見込みの減ということで、このような予算になっております。 

 財源といたしましては、道整備交付金、単県林道用地取得事業補助金、過疎対

策事業債となっております。 

 続きまして、９３ページ、上段になります。林道維持管理事業になります。こ

ちらにつきましては、平成２９年度の、昨年の台風でも一部斜面崩壊等、被害を

受けましたけれども、林道小熊井線につきまして、路面の変状が多く見受けられ

るため、これを舗装修繕を行うための事業となっております。昨年はこの事業は

ございませんでしたので、３０年度計上させていただきます６００万円、そのま

ま増となっております。 

 事業の内容につきましては、延長６８０メートル、１，２００平米のうち、約

６５０平米程度の施工を見込んでおります。財源としましては、県の補助金を５

０％の３００万円で見込んでおります。 

 続きまして、９３ページ、中段の土木一般管理事務になります。こちらの事務

につきましては、主に人件費と各種期成会等の負担金等を予算化しております。 

 ３０年度の予算額が２，７９１万９，０００円、前年度に比較しますと４２８

万５，０００円の増となっておりますが、これは、人件費につきまして、平成２

９年度は３名で見ておりましたけれども、４名に調整をさせていただいたものに

よります。 

 続きまして、９３ページ、下段です。道路橋梁事業になります。こちらにつき

ましては、区画線等の安全施設を整備して、交通事故の防止を図ることを目的と

しております。 

 ２９年度につきましては、本定例会にも上程をさせていただいておりますけれ

ども、町道の新規２路線と変更１路線がございましたため、町道台帳の整備委託

料、こちらのほうを１００万円計上しておりましたけれども、３０年度は予定が

ございませんので、その分、減としております。 

 続きまして、９４ページの道路維持管理事業になります。こちらの事業につき

ましては、町道の維持管理を行う事業と冬期の除雪に係る事業を行っております。 

 道路維持に関する部分につきましては、３０年度の予算は１億１，６４３万３，
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０００円を予算計上しております。除雪につきましては１億５，８８７万５，０

００円。合計で、本年度２億７，５３０万８，０００円の予算を計上させていた

だきました。前年度と比較しまして、３，８９１万７，０００円の減となってお

ります。道路維持につきましては、昨年度、橋梁の点検業務等をこちらの道路維

持管理事業で計上しておった関係で、本年は前年度と比較しまして約３，１００

万円の減となっております。除雪につきましては、昨年度、８トン級のドーザー

を購入させていただいておりますけれども、３０年度につきましては５トン級の

ドーザー１台ということで予定しておりますので、その分、６００万円ほど減と

なっております。その他につきましては、おおむね前年並みの予算計上とさせて

いただいております。 

 続きまして、９５ページ、上段になります。道路新設改良事業になります。こ

ちらにつきましては、交付金等を活用しながら、町道の拡幅改良等を行う事業と

なっております。平成３０年度は町道霞福塚線、生山印賀線、また、町道内方線

の事業を予定しております。 

 ３０年度の予算につきまして、１億１，５８１万５，０００円の予算を計上さ

せていただきました。前年度比較２，０６１万７，０００円の増となっておりま

す。 

 続きまして、９５ページ、下段になります。橋梁維持管理事業になります。２

０１４年度から橋梁の点検のほうが義務づけられまして、町内２１９橋ございま

すけれども、５年サイクルで、５年に１度、橋梁点検をしまして、その結果、健

全度を４段階で判定しまして、健全度が低いものについては修繕を行うというよ

うな内容になっております。 

 橋梁点検をさせていただいた中で、北の原橋、こちらにつきまして、修繕の必

要があるということで、調査設計費を３０年度は４００万円計上させていただい

ております。あと、工事請負費としまして、床吉橋と日南橋、２橋を修繕予定と

しております。本年度の予算が４，６５８万８，０００円、対前年度３４０万２，

０００円の増となっております。 

 駆け足になりますけれども、９６ページ、上段となります。河川総務一般管理

事務になります。こちらにつきましては、河川に堆積した土砂等を撤去しまして、

河川の維持管理を行うものでございます。 
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 内容といたしましては、委託料は河川の管理・清掃に係る委託料で、７，２０

０円を３人役分程度で見込んでおります。工事請負費につきましては、河床掘削

工事１５０万円、また、緑屋川の護岸修繕工事で４５０万円の事業を見込んでお

ります。本年度の事業につきまして、６０２万２，０００円の予算を計上してお

ります。前年度と比べまして、４５０万円の増となっております。 

 財源といたしましては、電源立地地域交付金を予定しております。 

 基盤整備室につきましては、以上です。 

○山本委員長 高橋室長。 

○高橋室長 ページのほうですが、９６ページの下段でございます。県営住宅維

持管理事務でございます。 

 事業の目的でございますが、入居者の生活安定のために県営賃貸住宅の管理を

代行するものでございます。戸数ですが、伯南第一団地が１０戸、伯南第二団地

が５戸、計１５戸の県営住宅を維持管理するものでございます。 

 本年度予算でございますが、４８万６，０００円、前年度比と比較しまして８

万５，０００円の増でございます。 

 執行経費のほうでございますが、住宅の管理に係ります消耗品、光熱水費、修

繕費等の需用費がございます。あと、役務費、使用料等の事務費の経費がござい

ます。 

 財源のほうでございますが、県の住宅の管理委託費４８万６，０００円を財源

とするものでございます。 

 続きまして、９７ページ、上段でございます。住宅管理事務でございます。 

 事業の目的でございますが、生活の安定、福祉の増進のために住環境の提供を

行うというものでございます。この住宅管理事務で管理しております住宅でござ

いますが、大きく分けまして３つございます。一つは町営住宅、もう一つは特定

公共賃貸住宅、あと、普通財産でありますその他住宅という住宅でございます。

町営住宅につきましては４７戸、特定公共賃貸住宅につきましては３０戸、普通

財産に係ります住宅は７戸でございます。 

 本年度予算でございますが、９６２万４，０００円でございます。前年度比と

比較しまして、４６０万９，０００円の増でございます。 

 執行経費の内訳でございますが、光熱水費に係ります費用、あと、建物の修繕
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関係の費用に伴います需用費の支出がございます。本年度につきましては、住宅

用火災報知機の更新を行いたいというふうに考えております。あと、役務費のほ

うでございますが、住宅の貯水槽の点検・清掃、また、空き家の住宅の管理に必

要な周辺整備等で役務費のほうを予算計上させていただいております。あと、委

託料のほうでございますが、本年度は公営住宅診断、修繕計画の策定のほうを行

ってまいりたいと思っております。あと、負担金のほうでございますが、なごみ

の里を管理しております負担金としまして、県の住宅供給公社のほうに負担金の

ほうを支出するものでございます。 

 財源のほうでございますが、町営住宅の使用料９６２万４，０００円のほうを

財源としておるものでございます。 

 続きまして、下段でございます、定住促進施設維持管理事務でございます。 

 事業の目的でございますが、移住定住を促進するために、一定期間滞在が可能

な施設環境を提供するものでございます。場所でございますが、旧石見西小学校

の一部を使っております定住促進施設宿泊研修所いわみにしでございます。戸数

のほうは６戸でございます。 

 本年度の予算でございますが、４７万８，０００円を予算計上しております。

対前年度比と比較しまして、比較増減なしでございます。 

 主な執行経費でございますが、住宅に係ります消耗品、光熱水費、修繕等に係

ります需用費がございます。あとは、事務費に係ります役務費の費用がございま

す。 

 財源のほうでございますが、定住促進施設を使用されます使用料として４２万

３，０００円、財源とさせていただいております。 

 続きまして、９８ページでございます。上段でございます。短期滞在型専用住

宅管理事務でございます。 

 事業の目的でございますが、移住定住の促進と高齢者福祉の増進のために、短

期間滞在できる住宅環境を提供するものでございます。住宅のほうでございます

が、日南中学校の旧寄宿舎の２階の部分を利用しております。お試し住宅という

ことで６戸、高齢者ショートステイ住宅ということで６戸、計１２戸を管理する

ものでございます。 

 本年度予算でございますが、２０７万４，０００円でございます。前年度比と
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比較しまして２万３，０００円の増でございます。 

 主な執行経費でございますが、住宅に係ります消耗品、光熱水費、修繕の需用

費がございます。役務費のほうでございますが、電話料等がございますし、使用

料のほうにつきましても、ケーブルテレビ、インターネットの使用料のほうを予

算計上させてもらっております。 

 財源でございますが、短期滞在型専用住宅の使用料ということで、１１１万円

の財源のほうを確保するものでございます。 

○山本委員長 安達室長。 

○安達室長 ９８ページの下段になります。耕地災害復旧事業と公共土木施設災

害復旧事業となります。こちらにつきましては、不測の事態に迅速に対応できる

よう、測量設計に係る委託料を両事業、予算計上させていただいております。耕

地災害復旧事業につきましては２９年度と同様４３０万円、公共土木施設災害復

旧事業につきましても、２９年度当初予算と同額の５００万円を予算計上させて

いただいております。以上です。 

○山本委員長 ただいま説明をしていただきました。このことについて、質疑を

受けたいと思いますが、まず最初に、報告をしていただきました決算審査特別委

員会の審査意見についての報告について、質疑ございますでしょうか。よろしい

ですか。 

 そうしますと、一般会計について質疑をしていきたいと思います。 

 まず最初に、質疑は事業ごとに行います。 

 ８８ページ、上段、井戸水等安定確保推進事業について、質疑ございますか。 

 荒木博委員。 

○荒木委員 この井戸水の事業についてですが、わからないとこがありますので、

１点、ちょっと伺います。井戸水の事業ですけど、簡易水道のないとこは必ず井

戸を掘って、ポンプがつけて、自家製の井戸水があるわけですけども、例えばそ

のポンプが故障したときにもこの補助金というのは使えるわけですか。 

○山本委員長 高橋室長。 

○高橋室長 この事業につきましては、新規での水源の確保ということを目的に

した助成でございまして、設置後の修理等に伴います経費につきましては、この

補助の対象にはないということにさせてもらっております。 
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○山本委員長 よろしいですか。 

 そのほかございますか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 そうしますと、下段、合併処理浄化槽設置整備事業について、質疑ございます

でしょうか。 

 なければ、めくっていただいて、８９ページ、上段、簡易水道事業について、

質疑ございますでしょうか。 

 そうしますと、下段、農用地総合整備事業について、質疑ございますでしょう

か。 

 ないようでしたら、次のページ、９０ページ、上段、農道等維持管理事業につ

いて、質疑ございますか。 

 下段、国土調査事業について、質疑ございますか。 

 ９１ページ、上段、農業集落排水事業について、質疑ございますか。よろしい

ですか。 

 そうしますと、下段、単県土地改良事業について、質疑ございますか。 

 ないようでしたら、９２ページ、治山事業について、質疑ございますか。 

 ないようでしたら、下段、林道新設改良事業について、質疑ございますか。 

 近藤仁志委員。 

○近藤委員 済みません、内方線、窓山線用地購入費としてあるわけですけど、

この接続をするために用地の取得をされると思いますけど、これ、この財産購入、

土地購入で接続する、できる用地は確保できるという見通しですか。 

○山本委員長 安達室長。 

○安達室長 御質問のありました土地、用地の購入に係る費用ですけれども、県

のほうから事前に聞き取りをいたしまして、現在、新屋地内で約２，０００平米

の用地の取得が見込まれるという情報を得ております。これにつきましては、そ

の単価の計算をしまして、当初予算では５０万円の予算計上をしておりますけれ

ども、事業の進捗によりましては、年度中途で補正予算をお願いすることもある

かもしれません。よろしくお願いいたします。 

○山本委員長 近藤仁志委員。 

○近藤委員 内方線と窓山線を接続するのに、このたびの用地買収費で終了しま

すかという質問です。 
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○山本委員長 財原建設課長。 

○財原建設課長 県営の事業の林道の用地買収につきましては、町のほうが実施

しております。先ほども室長が申しましたように、今年度の事業としては２，０

００平米を予定してるというふうに聞いておりますし、県営の林道は今の窓山線

も内方と、今の県営でやってます事業のつなぎと、もう１カ所、新屋の土屋のと

ころで２カ所やっております。そういったことで、県から聞いておる数字が先ほ

どの２，０００平米でありまして、基本的に今の委員おっしゃられます内方から

の、町も県も、これは繰越予算なり、前年度部分でほとんど確保してると思いま

すので、そうしたとこで、金額的には低い数字が出てるというとこで御理解いた

だければと思います。 

○山本委員長 そのほかございますか。 

 ないようでしたら、めくっていただきまして、９３ページ、上段、林道維持管

理事業について、質疑ございますか。 

 中段、土木一般管理事務について、質疑ございますか。 

 下段、道路橋梁事業について、質疑ございますか。 

 次のページ、９４ページ、道路維持管理事業について、質疑ございますか。 

 めくっていただいて、９５ページ、道路新設改良事業について、質疑ございま

すか。 

 下段、橋梁維持管理事業について、質疑ございますか。 

 ９６ページ、河川総務一般管理事務について、質疑ございますか。（「なし」

と呼ぶ者あり） 

 県営住宅維持管理事務について、質疑ございますか。（「なし」と呼ぶ者あ

り） 

 めくっていただいて、９７ページ、住宅管理事務について、質疑ございますか。 

 近藤仁志委員。 

○近藤委員 公営住宅診断・修繕計画策定業務とありますけど、公営住宅診断と

いうのは大体毎年行わんでもいいと思いますけん、何年に１回行うべきと決まっ

ているものでしょうか。 

○山本委員長 高橋室長。 

○高橋室長 このたび予算計上させていただきました公営住宅の診断・修繕計画
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でございますが、公営住宅につきましては、建設後、相当年数がたっておるとい

うことで、１２月の議会の中でも御質問いただきましたが、修繕計画を立てて、

早期に修繕を行う必要があるのではないかというようなことでの御質問がござい

ました。それを受けまして、このたび行います住宅診断というものでございます

が、これは老朽化した住宅を引き続き長く使えるような形で修繕をするものとい

うことの住宅診断でございまして、主に診断する内容につきましては、外壁、屋

根の部分、そういった大きな部分に対しての破損、または不備がないかというよ

うなものを診断していただく内容でございます。 

○山本委員長 よろしいですか。 

 そのほかございますか。（発言する者あり） 

 ないようでしたら、下段、定住促進施設維持管理事務について、質疑ございま

すか。 

 ないようでしたら、９８ページ、上段、短期滞在型専用住宅管理事務について、

質疑ございますか。 

 そうしますと、中段、耕地災害復旧事業について、質疑ございますか。（「な

し」と呼ぶ者あり） 

 下段、公共土木施設災害復旧事業について、質疑ございますか。（「なし」と

呼ぶ者あり） 

 ないようでしたら、一般会計については、以上で終了いたします。 

 次に、簡易水道特別会計について説明をお願いします。１２８ページから１２

９ページでございます。 

 高橋室長。 

○高橋室長 そういたしますと、ページのほうでございますが、１２８ページで

ございます。平成３０年度簡易水道事業特別会計当初予算、説明のほうをさせて

いただきたいと思います。 

 課長のほうが説明をいたしましたが、簡易水道事業特別会計の３０年度予算総

額でございますが、２億７，３６８万円の予算を計上させていただいております。

前年度比と比較しまして、３４３万７，０００円の減という内容になっておりま

す。 

 事業のほうの説明をさせていただきます。簡易水道事業でございます。事業の
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目的でございますが、水道の利用者の方に安全な水を安定供給することを目的と

して、現在あります１３カ所の水道施設の維持管理を行うものでございます。そ

れにあわせまして、施設の機械等の修繕、または更新等を行うものでございます。 

 本年度予算でございますが、１億３８６万９，０００円でございます。前年度

比と比較しまして、４，５９３万円の増でございます。 

 執行経費の内訳でございますが、職員給与費１名分を予算計上しております。

あと、賃金のほうでございますが、施設の管理を行っていただく賃金のほうを予

算計上しております。需用費のほうでございますが、施設を管理する電気料、施

設の水質を安定させるための薬品費、または施設の修繕等を行う修繕料、消耗品

等の需用費の予算を計上させてもらっております。役務費のほうでございますが、

水質検査や配水池の清掃の業務を予算を計上しております。委託料のほうでござ

いますが、メーターの検針業務の委託料を予算計上しております。引き続き、公

営企業会計の移行支援業務を委託するように計画をしております。使用料及び賃

借料のほうでございますが、水道の施設の用地の賃借料のほうを予算計上してお

ります。 

 工事請負費のほうでございますが、３０年度につきましては、丸山の地内にあ

ります、県が河川改良工事を行う予定に来年度計画しておられます。それに伴い

ます水道管の移設工事がございます。多里の新屋にございます町道内方線の改良

工事に伴います関係で、水道管の移設がございます。これの移転、補償工事を行

うように計画をしております。今年度、施設の監視装置を導入する計画にしてお

ります。これにつきましては、現在、水道の安定供給のために、配水池にありま

す水量でありますとか施設の数値的な異常なものが早期に発見されるということ

を一つ、目的としまして、今年度、施設の監視装置を導入するものでございます。

原材料費のほうでございますが、水道メーターのメーター器を購入するものでご

ざいます。備品購入費でございますが、毎月行っております検針業務に使います

検針機器の更新を行いたいというふうに思っております。あとは、負担金補助及

び交付金、償還金、積立金等がございますが、これは前年度並みという形になっ

ておりますので、説明のほうは省略させていただきたいと思います。公課費のほ

うでございますが、これは、毎年、税務署のほうに申告しております簡易水道事

業に伴います消費税及び地方消費税の納付ということで、３５０万、予算計上し
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ております。 

 財源のほうでございますが、諸収入といたしまして、先ほど工事で説明いたし

ました移転の補償費、あとは一般会計からの繰入金、基金の取り崩し、簡水債、

過疎債の地方債の借り入れ等で財源のほうを確保する予定にしております。 

 続きまして、１２９ページをごらんください。上段でございます。日南町簡易

水道統合整備事業でございます。 

 事業の目的でございますが、平成２６年度から実施を行っております日野上・

生山地区の簡易水道の統合・施設改良を行うものでございます。現在の計画でい

きますと、来年度、事業のほうが完了する計画でございます。 

 本年度予算でございますが、９，３９６万２，０００円を計上しております。

前年度比と比較しまして、４，８０１万円の減でございます。 

 事業の概要でございますが、３０年度につきましては、上水施設の改良、電気

計装設備等の導入を行ってまいりたいと思います。現在、配水池がございますも

のを新たな配水池を建設するものでございます。あわせまして、送配水管の布設

がえを行うものでございます。 

 執行経費のほうでございますが、職員給与費１名を計上しております。あと、

工事請負費のほうでございますが、先ほど説明したものにつきまして、工事を行

ってまいりたいと思います。 

 財源でございますが、国のほうから３分の１補助ということで、国庫支出金を

予算計上しております。あと、基金の取り崩し、または簡水債、過疎債の地方債

を借り入れるもので、予算のほうを組み立てております。 

 下段でございます。公債費償還事務でございます。 

 事業の目的でございますが、簡易水道事業の公債費の償還を行うものでござい

ます。 

 本年度予算でございますが、７，５８４万９，０００円を計上しております。

前年度比と比較しまして、１３５万７，０００円の減でございます。 

 執行経費のほうでございますが、償還金の元利の償還を行うものでございます。 

 財源としましては、水道料のほうと一般会計の繰入金、これをおおむね５０％

ずつ予算計上をしてるものでございます。 

 簡易水道事業の説明につきましては、以上でございます。 
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○山本委員長 ただいま説明をしていただきました簡易水道特別会計でございま

すが、質疑を受けたいと思います。 

 まず、１２８ページ、簡易水道事業について、質疑ございますか。 

 荒木博委員。 

○荒木委員 この事業の中で施設監視装置導入工事というのがありますが、施設

が１３カ所あります。全ての箇所につける、今現在ついてるのもあるとか、そう

いう、この内容をちょっと教えていただければと思いますが。 

○山本委員長 高橋室長。 

○高橋室長 御質問のございました施設の監視装置の導入工事でございます。水

道施設のほうにつきましては、電話回線によります、異常な数値等が発生しまし

たときには職員の携帯電話等に電話が入るような通報を現在行っておるところで

ございます。その電話回線によります警報の通報につきましては、導入後、既に

もう相当数、経過年数が経過しておりまして、ここ数年、通報装置の故障等が発

生しておる状態でございます。あわせまして、ここ最近の水道等の障害によりま

すことに関しまして、水道の御利用者の方に大変御迷惑かけとるところでござい

まして、この通報装置を導入することによりまして、早期な発見、対応ができる

ものということで、通報の形態としましては、クラウド化によります通報の受信

という形を現在、計画しとるものでございます。この装置のほうを使うことによ

りまして、現在まで警報のみの内容ではございましたが、これを具体的な数値と

して、また、職員の携帯電話の画面として見ることができるということで、非常

にリアルタイムな状況が確認できるということで、この装置を導入したいという

ことで予算を計上しておるものでございます。 

○山本委員長 荒木博委員。 

○荒木委員 今までは満水警報と渇水警報がわかる程度のもんだったのが、今度

はリアルタイムに何％ぐらいたまってるとか、そういうのが出るということです

よね。それは、この１３施設に、全ての施設がそういうことになるわけですか。

そうですか。 

○山本委員長 高橋室長。 

○高橋室長 現在、水道施設１３カ所ございますが、全ての水道施設に導入した

いというふうに考えております。ただ、施設も、規模、内容等がそれぞれ差がご
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ざいます。その施設ごとに合った内容のものを導入するということで、金額を抑

えるべきところは金額を抑える、導入すべきところで経費のかかるところは経費

をかけさせていただくという、めり張りをつけたような施設の導入をしたいとい

うふうに考えております。 

○山本委員長 荒木博委員。 

○荒木委員 １３カ所ですが、３０年度に１カ所、新しい配水池をつくりますね。

それも入ってますか。それは外してありますよね。（発言する者あり）えっ、ど

っちですか。（発言する者あり）いや、入ってるのか、入ってないのか。（「入

ってます」と呼ぶ者あり）入ってる。 

○山本委員長 高橋室長。 

○高橋室長 ３０年度、配水池を建設します日野上・生山地区、いわゆる生山の

配水池というものでございます、それが入っておるかどうかということ……

（「そうです」と呼ぶ者あり）結論から言えば、入れて計上しております。この

予算の中に入れさせてもらっております。 

○山本委員長 よろしいですか。 

 そのほかございますか。 

 村上正広委員。 

○村上委員 今の話の中で、例えば担当職員、２人か３人のところへだけ入るの

か、建設課職員全員のとこへ入るのか。 

○山本委員長 通報が。 

 高橋室長。 

○高橋室長 現在、通報が受信できますのは、私を含め３人の職員が、水道、ま

たは下水のほうもございますが、異常等の通報を受けるような形にしております。

新たな通報装置が導入されます暁につきましては、今後もう少し広く施設を管理

する業者なり、または建設課の職員なり、少し受信する職員、数をふやすという

形で対応していきたいというふうに考えております。 

○山本委員長 坪倉勝幸委員。 

○坪倉委員 いわゆる公会計制度の移行の手順はどのようになってますか。 

○山本委員長 高橋室長。 

○高橋室長 公営企業会計のほうでございますが、平成２７年度から簡易水道事
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業の資産調査を含めた公営企業会計に向けての準備のほうを進めさせていただい

てもらっております。簡易水道、農業集落排水、合併処理浄化槽もですが、移行

の準備、固定資産の整備のほうは現在のところ完了しておる状態でございます。

３０年度の事業のほうでございますが、会計システム、または固定資産の管理シ

ステムの導入が、システム導入のほうがまだ行っておりませんので、３０年度、

これのほうを導入したいというふうに考えておりますし、あわせまして、システ

ムが導入された暁には、予算編成、または打ち切り決算というような公営企業会

計の初年度に必要な準備等がございますので、その移行の準備の事務を予算計上

させてもらっとるものでございます。 

○山本委員長 坪倉勝幸委員。 

○坪倉委員 そうすると、３１年度で移行への準備が終わるということなんです

か。 

○山本委員長 財原建設課長。 

○財原建設課長 公営企業会計への移行につきましては、これまでこの３０年の

春をめどにっていうことで説明させていただいた経過があります。先ほど室長も

説明しましたとおりに、資産の台帳整備、それが今終わったところで、システム

のこれから構築、そういったものを始めるということで、最短で３１年の４月と

いうことを目途に思っております。 

 逆に、近くでは江府町がこの春から移行したということもあって、ちょうど仕

組みが同じような会計システムをとっております、会計手法をとっとりますので、

そういったとこも参考にして進めたいというふうに考えてます。 

○山本委員長 村上正広委員。 

○村上委員 ここで言うのがいいのかどうなのかわかりませんが、先般の断水し

た関係の中で、丸山の簡水の中で、いまだもって水道の出が悪いというところが

数カ所見受けられるというぐあいに聞いておりますけども、これの対応について

のどういったような対応があったのかをとりあえず教えていただきたいと思いま

すし、配水池については満水状態になるという認識は持っておりますけども、な

ぜ水が行かないのかという辺についての回答をいただきたいと思います。 

○山本委員長 高橋室長。 

○高橋室長 先月の２月から発生しております、宮内から丸山にかけて水道を御
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利用になっておられます日野上の簡易水道の給水障害の件でございます。先ほど

村上委員のほうからもお話がございましたとおり、日野上の簡易水道の施設にあ

ります、丸山にございます第二配水池の水を送る貯水槽でございますが、これは

現在のところ満水になっておるということで、各家庭のほうに問題なく供給をし

ているというような状態でございます。しかしながら、先ほどお話がありました

三栄の一部の地域、４世帯でございますが、こちらの御自宅には現在のところ水

の供給が不安定な状態になっておる状態でございます。これまでも、過去にもそ

ういった水の供給がうまくいかなかったというようなこともあったというふうに

前任者のほうからは聞いておりますし、今回もこのような状態があったというこ

とで、それに伴います改良工事を今週の水曜日に行って、現在のところ、その給

水が困難な４世帯につきましては、水の供給が、本管については水が通ったとい

うような確認はできております。しかしながら、本管の中に水がたまっても、各

家庭に配ります給水管の部分については、エア抜きの関係ですとか、そういった

障害がございまして、まだ十分な復旧という形には現在のところなっておりませ

ん。これの改善につきましても、現在鋭意努力をするように進めておりますが、

現在のところ、まだ完全復旧という状態にはなっていないというのが状態でござ

います。 

○山本委員長 村上正広委員。 

○村上委員 言われることがよくわからん。配水池には水がある、配水管は水が

通る、家庭のあれをひねっても出てこないという状況が我々にはあんまり理解が

できないというぐあいに思うんですけども、メーター器から家庭の中がいけない

のか、メーター器までの役場が担当する部分がいけないのか、そこら辺の結論的

なものが出てるのか出てないのか。 

○山本委員長 財原建設課長。 

○財原建設課長 今御質問のありました給水家庭、実質３軒には、１カ月、本当

に断水という状態で御迷惑をおかけしております。御質問ありましたように、基

本的に水を配るほうが問題だということで、メーター器から先ではありません。

個人宅ではないというふうに認識しておりまして、今週も切りかえの工事をして、

水は届いたけど、最終的には出てないという根本的な問題になっております。技

術的にわかりやすくなのかはあれですけど、配水池の高さと配る家庭の高さがそ
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んなに変わらないというとこで、そういった関係があって、一番水が届きにくい

というような状況になってます。今週も配管の切りかえ工事ということで、かな

り大がかりな対策をとってもまだ復帰ができてないというところで、この統合事

業の中でも対策ができないかということで、技術的な面で対策を図っていくとい

うことにしておりますので、いましばらくその３軒の方には御迷惑をかけており

ますけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

○山本委員長 荒木博委員。 

○荒木委員 本管は通ったということなので、その一番真ん中ぐらいに消火栓が

ついております。それはどの程度出ました。例えば消火栓の水圧が幾らあったと

かいうのははかってないですか。 

○山本委員長 高橋室長。 

○高橋室長 現在、給水障害のあります消火栓が２カ所ございますが、それの一

番下流側になるということで。 

○荒木委員 いえ、私が見たのは細川さんとこの前。 

○高橋室長 具体的にありますと、２カ所消火栓がございまして、その消火栓か

ら、現在のところ、工事は行って、水のほうが出るというようなところは確認し

ております。先ほど水圧のお話がございましたが、従来から高さの関係で水圧の

ほうが十分な確保がなかなかできにくかったところではありますけども、現在の

ところは水圧もまだ十分とは言えない状態でございます。このあたりがなぜなか

なか回復しないのかというのがこちらのほうも原因がはっきりわからないという

ことで、水道の専門業者なり、または水道の設計業者あたりとの話の中で、こう

いう対策はどうかとかいうことでいろいろと検討は進めておるところですけども、

なかなか水圧が戻るところまでは復旧してないというのが現状でございます。 

○山本委員長 よろしいですか。なかなかよろしいというわけにはいきませんが、

原因がわからないということですが。 

 荒木博委員。 

○荒木委員 技術論はしませんけども、生活用水でありますし、それから、しか

も災害の消火栓も使えない状態というのはやはり生活に不安が当然残りますので、

早急に検討していただいて、答えを出していただきたいと思います。（発言する

者あり）いや、専門家の方に。 
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○山本委員長 高橋室長。 

○高橋室長 こちらのほうも御迷惑かけておるということもございますので、早

く復旧できるように努力してまいりたいと思います。 

○山本委員長 そのほかございますか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 済みません、私のほうから１つ聞かせてください。先ほど施設の監視装置をと

いうことでございました。ランニングコストはどの程度を考えておられるのか、

お尋ねします。 

 高橋室長。 

○高橋室長 施設の監視装置の導入によりまして、将来的なランニングコスト、

維持管理のほうでございますが、説明させていただきましたクラウド化による監

視ということで、従前にありました役場等の施設に中央のシステム、サーバー等

を設ける必要がないということで、これに係る維持管理費、または更新等の費用

は生じないということで今のところ考えております。そうなりますと、クラウド

化という形をとったときには、それに伴いますクラウドの使用料、言いますとイ

ンターネットの使用料等の経費がかかるということになろうかと思います。これ

につきましては、施設の設置数、または職員等による通報する職員数の人数、そ

のあたりが費用的にはかかってくるというふうに考えておりますが、詳細につき

ましては、現在のところ、クラウドサービス料という形で月額およそ３，５００

円ぐらいを各機場ごとに必要になるというような計算で、およその維持管理が予

算計上される必要があろうかというふうに思っております。 

○山本委員長 ３，０００円掛ける１３ということですか。 

 財原建設課長。 

○財原建設課長 設置の箇所は１３とはありますが、その機械によって、例えば

配水池に置くところ、それと浄水池が離れてるような場所もありますので、１カ

所につき３，５００円なのか、施設によって３，５００円なのかというのはこれ

からメーカー等の選定もあわせて、そういったものも含めたランニングコストも

検討しながら導入のほうを進めていきたいというふうに思います。今の段階で３，

５００円掛ける１３カ所ということではありません。想定ではもっと必要な箇所

数はふえるんだろうというふうには思っております。 

○山本委員長 特別、業者の方に頼んで維持してもらうという形ではなくて、そ
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のインターネットの使用料だけということで維持できるというふうに理解してよ

ろしいですか。 

 財原建設課長。 

○財原建設課長 その部分につきましては、メーカーの扱い方によってコストは

毎月定期的にかかるものもあれば、先ほど、今、想定してるのは、一番安いんじ

ゃないのかなと思いますのはインターネットの通信料等のかかる経費のようなも

のもあると思われます。メーカー的には多分５社ぐらいあると思いますので、そ

の中で選定して、使用してる期間の、導入もありますけど、そういったコスト面

も含めて導入の方向づけを検討していきたいというふうに考えてます。 

○山本委員長 はい、わかりました。ありがとうございました。 

 そうしますと、そのほかございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 めくっていただいて、１２９ページ、上段、日南町簡易水道統合整備事業につ

いて、質疑ございますか。 

 荒木博委員。 

○荒木委員 簡易水道の統合に伴って新しい配水池が４００トンの配水池をつけ

ますが、今回、凍結で橋梁部分、何カ所か、２カ所ですか、破損して、漏水して、

水が足らなかったということであると思います。それで、また凍る時期までに工

事が完了するというような計画はないわけでしょうか。要するに凍結、年度でい

うと３月までありますから、ことしみたいに２月に凍結して、また橋梁部分でも

パンクした場合、水が足らなくなると思うんですよ。ですから、工事の完成が１

２月までとか、そういうことはできないものでしょうかという質問です。 

○山本委員長 高橋室長。 

○高橋室長 本年度ありました寒波によります凍結によります漏水等でございま

す。荒木委員からお話がありました生山地区の桜原橋、日南橋の橋梁、橋の部分

に添架しております水道管の破損による漏水でございますが、これにつきまして

は、年内中に修繕対応したいというふうに考えておりますし、このたび漏水等が

多発した関係がございました。その対応につきましても、相当いろいろな対応の

おくれ等があったというふうに把握しておりますので、先ほどの橋梁、橋に添架

しております水道管の修繕とあわせまして、今後、漏水の予防、対策、周知あた

りを年内中に準備のほうを進めて行ってまいりたいというふうに考えております。 
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○山本委員長 荒木博委員。 

○荒木委員 そうしますと、この配水池の工事と浄水場の施設の完成がことしの

１２月いっぱいぐらいと考えてよろしいですか。年内中ということですか。 

○山本委員長 高橋室長。 

○高橋室長 今年度の統合整備事業につきましては、３０年度を一応事業完了と

いうことで現在進めたいというふうに考えております。工事の内容のほうですけ

ども、特に冬期期間あたりにつきましては、水道管の敷設ですとか配水池の築造

あたりは非常に困難な状態が生じると考えておりますので、早目に工事のほうを

発注したいというふうに考えておりますが、一応３０年度までで工事を完了した

いというふうに考えております。 

○山本委員長 よろしいですか。年度ということです。 

 そのほかございますか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 ないようでしたら、下段、公債費償還事務について、質疑ございますか。

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 そうしますと、簡易水道事業特別会計は、以上で終了いたします。 

 続きまして、農業集落排水事業特別会計について説明を求めます。１３０ペー

ジから１３２ページです。 

 高橋室長。 

○高橋室長 平成３０年度農業集落排水事業特別会計の予算の説明をさせていた

だきます。ページのほうは、先ほどありました１３０ページでございます。農業

集落排水事業の予算額全体でございますが、２億９７４万７，０００円の予算を

計上をしております。前年度比と比較しまして、２，７２５万９，０００円の増

でございます。 

 その内訳を説明をいたします。農業集落排水一般管理業務でございます。 

 事業の目的でございますが、日南町にございます浄化センター、処理施設４カ

所の保守管理や設備の修繕・更新を行うものでございます。 

 本年度予算でございますが、７，９６７万９，０００円でございます。前年度

比と比較しまして、２，６８１万４，０００円の増でございます。 

 主な執行経費でございますが、職員給与費を１名分、予算を計上しております。

需用費のほうでございますが、処理施設に係ります光熱水費、薬品費、また、施
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設設備の修繕料を需用費として予算を計上しております。役務費のほうといたし

ましては、処理施設に発生しました汚泥の抜き取り、または検査、施設の汚泥の

検査に係る経費を役務費で予算計上しております。委託料のほうでございますが、

処理場の設備の維持管理、管理を業者のほうに委託をさせていただくもので、委

託料を予算計上しております。下水のほうにつきましても、公営企業会計の移行

を進めたいと思っております。委託料として、支援業務のほうを予算計上させて

いただいております。あと、使用料及び賃借料がございますが、これは、例年と

変わりませんので、説明を省略させていただきます。工事請負費のほうでござい

ますが、簡易水道のほうでも御説明をさせていただきましたが、来年度、３０年

度、県の河川改良工事がございます。それに伴いまして、下水の農業集落排水の

下水管につきましても移設が必要になるということで、それに伴います経費を工

事請負費で計上しております。簡易水道事業のほうでも御説明しましたが、農業

集落排水処理施設につきましても、施設の監視装置の導入を行ってまいりたいと

いうふうに考えております。あと、負担金と貸付金でございますが、これも例年

と変わりませんので、説明のほうを省略させていただきたいと思います。あと、

償還金と積立金につきましても、例年と変わりませんので、説明のほうを省略さ

せていただきたいと思います。公課費のほうでございますが、簡易水道のほうで

も説明をさせていただきましたが、農業集落排水、下水の使用料等に伴います消

費税、地方消費税のほうの納付が必要になってまいります。これの予算計上をさ

せていただいております。 

 財源のほうでございますが、下水道の料金、または基金の取り崩し、また、先

ほど工事で説明いたしました移転工事に伴います補償費、あと、農業集落排水事

業債、または過疎債に伴います地方債の借り入れを行ってまいりたいというふう

に思っております。 

 ページのほうでございますが、１３１ページでございます。特定地域生活排水

処理一般管理業務でございます。 

 事業の目的でございますが、合併処理浄化槽を町内で設置しております設備の

維持管理を行うものでございます。 

 本年度の予算ですが３，３５２万１，０００円でございます。前年度比と比較

いたしまして、１０１万３，０００円の増でございます。 
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 主な執行経費でございますが、浄化槽の維持管理に伴います修繕料として、需

用費のほうを予算計上しております。役務費のほうでございますが、浄化槽の汚

泥の処理費、浄化槽の法定検査等で役務費のほうを予算計上しております。委託

料のほうでございますが、合併処理浄化槽の管理・点検等を業者のほうに委託の

ほうをお願いをしております。これの予算計上をしております。農業集落排水の

ほうでも説明させていただきました公営企業会計への移行支援業務の合併処理浄

化槽分ということで、委託料のほうを予算計上しております。あと、使用料及び

賃借料、負担金等と償還金につきましては、例年と変わりませんので、説明のほ

うを省略させていただきたいと思います。公課費のほうでございますが、農業集

落排水事業でも説明しましたが、合併処理浄化槽に伴います収入等が発生してお

りますので、消費税及び地方消費税の納付を行う予算を計上しております。 

 財源でございますが、合併処理浄化槽の使用に伴います下水料の料金、あと、

合併処理浄化槽の特定事業債、または過疎債によります地方債の借り入れを行っ

て、財源の確保をしておるところでございます。 

 続きまして、１３２ページでございます。上段でございます。特定地域生活排

水処理事業でございます。 

 事業の目的でございますが、現在、農業集落排水処理区域外の地域につきまし

ては、合併処理浄化槽の設置を推進しております。引き続き未整備の地域、地帯

がございますので、生活環境の改善のために設置のほうを推進するものでござい

ます。事業のほうでございますが、浄化槽の設置を今年度５基、計画をしており

ます。７人槽が４基、１０人槽が１基でございます。 

 本年度予算額ですが、９５７万円を計上しております。前年度比と比較しまし

て、１３０万４，０００円の増でございます。 

 執行経費につきましては、浄化槽設置に伴います工事請負費でございます。 

 財源でございますが、国庫支出金、交付金として１９７万円を計上しておりま

す。あと、特定事業債、過疎債によります地方債の借り入れを行います。あわせ

まして、浄化槽設置の個人負担ということで、負担金のほうを予算計上しており

ます。 

 下段でございます。公債費償還事務でございます。 

 事業の目的でございますが、農業集落排水事業の公債費、特定生活排水処理事



－28－ 

業の公債費、合併処理浄化槽の設置工事に伴います公債費でございます。これの

償還を行うものでございます。 

 本年度の予算ですが、８，６９７万７，０００円でございます。前年度比と比

較しまして、１８７万２，０００円の減でございます。 

 執行経費でございますが、償還金利子及び割引料ということで、元利のほうを

償還金として償還するものでございます。 

 財源でございますが、農業集落排水事業につきましては基金のほうから１１７

万８，０００円を取り崩し、残りの不足分につきましては一般関係から繰り入れ

するものでございます。特定地域生活排水処理事業、合併処理浄化槽の償還金で

ございますが、これにつきましては、これも元利償還金を行うものでございます。

これにつきましては、全て一般会計からの繰り入れで財源を確保するものでござ

います。 

 農業集落排水事業特別会計の説明は以上でございます。 

○山本委員長 ただいま説明をしていただきました。 

 質疑を求めたいと思います。 

 まず、１３０ページ、農業集落排水一般管理業務について、質疑ございますか。 

 荒木博委員。 

○荒木委員 ここにも簡水と一緒で施設監視装置導入工事があります。２，５０

０万見てありますが、施設としては４施設ですので、比較的高額であるような気

がするんですが、どういう内容を監視するような装置なんでしょうか。 

○山本委員長 高橋室長。 

○高橋室長 農業集落排水一般管理業務に予算計上しております施設監視装置導

入工事でございます。工事請負費といたしまして２，５００万、予算計上してお

ります。この施設につきましては、日南町にあります４つの処理場にあわせまし

て、それぞれの４つの処理場で中継をしております中継ポンプがございます。現

在の中継ポンプにつきましては、異常を発生した場合は、その中継ポンプの操作

盤の上に回転灯が回ることになっております。それを職員のほうが現状を把握し

て、担当職員のほうに伝えれば現場に向かうというようなことと、近隣の住民の

方からの通報ということで現場のほうに向かうというような形で、現在、中継ポ

ンプの異常につきましては、そういった通報で把握しておるのが現状でございま
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す。この中継ポンプの異常等につきましても、この施設監視装置の導入工事の中

に組み入れたもので予算計上をさせてもらっておるところでございます。 

○山本委員長 荒木博委員。 

○荒木委員 その中継ポンプは全ての中継ポンプと考えてよろしいですか、かな

り箇所数があると思いますけど。 

○山本委員長 高橋室長。 

○高橋室長 現在、町内にあります中継ポンプでございますが、およそ７２基ご

ざいます。この７２基の中には、設置等の関係によりまして、宅内として使われ

ている中継ポンプの数もございます。また、特に使用の頻度が高い霞、生山あた

りの中継ポンプもございます。そういった中継ポンプの中でも使用頻度、または

異常の発生しやすいところにつきましては、そこは導入する、または、宅内に係

る部分につきましては状況によりましては設置のほうはしないというようなこと

で、設置の状況を把握しながら考えていきたいというふうに考えております。 

○山本委員長 よろしいですか。 

 荒木博委員。 

○荒木委員 そうしますと、施設、要するに浄化槽の処理場よりも中継ポンプを

メーンに考えとるいうことですよね。ですよね。 

○山本委員長 財原建設課長。 

○財原建設課長 浄水場の施設っていうのが真っ先に、この４カ所っていうのは

必ず必要だと思っておりますし、実質、中には管理委託はしておりますけれども、

曝気、汚水槽からあふれたりとかというような事象は実際出てきております。そ

れに加えて、ポンプにつきましても、この近年でも２回、マンホールからポンプ

の異常がわからなくて汚水が道路に噴き上がっているという事象が出ております。

そういったものがこれまでは回転灯がつけば住民の方から、通行者の方から通報

は結構来ておりましたけども、皆さん、もう年数がなれられたら役場がするのが

当たり前だろと、じゃないんでしょうけども、なかなか連絡がなくて、それによ

って、そういった噴き上がるというようなことが実際起こってるということから、

これも水道と一緒で、異常が出たときには早期に対応しないと、施設だけじゃな

く、管路にもダメージを受けるということで、そういったもので対応したいと考

えてます。ただ、先ほど室長も申しましたように、７０数基のそれに全てをつけ
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るということでもありません。やはり重要性を考えて、必要な、早期発見して、

対応すべきマンホールポンプを優先して配置を組み立てて考えていきたいと思い

ます。 

○山本委員長 よろしいですか。 

 そのほかございますか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 ないようでしたら、１３１ページ、特定地域生活排水処理一般管理業務につい

て、質疑ございますか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 次のページ、１３２ページ、上段、特定地域生活排水処理事業について、質疑

ございますか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 そうしますと、その下段、公債費償還事務について、質疑ございますか。よろ

しいですか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 済みません、私のほうから１つ聞かせていただいてよろしいですか。済みませ

ん。公営企業会計移行支援業務ということがこの農業集落排水事業特別会計にも

載っております、２１６万円。それと、特定地域生活排水処理一般管理事務にも

載っております、２１６万円。２つ、農集と特定と、両方見てあるわけですが、

これは合わせてやることができないかということと、種類が違うから難しいのか

もしれませんが、それと、特別会計の中でも、簡易水道でも移行の業務をしてお

られます。昨年もされておりましたし、なかなか金額的にも高額ではないかと思

うのですが、その辺、いかがでしょうか。 

 高橋室長。 

○高橋室長 公営企業会計に伴います移行支援業務でございますが、農業集落排

水事業と特定地域生活排水処理事業がそれぞれ同額の予算を計上しております。

３０年度、公営企業会計に伴います準備やシステム導入でございますが、基本は

簡易水道事業と今回の下水道事業セットでシステムの導入をというふうに考えて

おりますし、移行支援に伴います予算編成ですとか打ち切り決算の関係の支援業

務につきましても、水道と下水道セットで業務のほうを委託したいというふうに

考えております。予算上につきましては、支出仕分け、仕分けという形で予算計

上させてもらっておりますので、事業的には別々で行うものではなくて、１本と

して事業を行っていきたいというふうに考えております。 

○山本委員長 １本で出すと。 
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 同じようなシステム導入支援ということで、総務課のほうで出されておるのが

３６９万４，０００円ということで出ておりまして、この規模がちょっとどの程

度の事務量になるのかわかりませんが、これと比較しても少し高額になるのでは

ないかなという気がしますが、その点、いかがでしょうか。 

 高橋室長。 

○高橋室長 現在、予算を計上をしております費用でございますが、システム導

入のほうに水道、下水のほうで１つのシステムということで、５００万を予算計

上しております。水道のほうにつきましては２５０万、下水道のほうで、農業集

落排水と合併処理浄化槽を半分ずつしまして１２５万円ずつを予算計上しており

ます。システムとしましては、５００万の予算計上をしております。このシステ

ムのほうでございますが、会計処理のシステムのみではありませんでして、２８

年度に調査を行いました資産調査の減価償却等を行います資産の管理システムと

いうものもあわせてこのシステムのほうに導入したいというふうに考えておりま

す。残りの費用につきましては、運用を一応平成３１年４月からスタートさせる

ための必要な準備ということで予算編成、または、そういった準備に係ります支

援を業務を委託するという内容にしておるものでございます。 

○山本委員長 なかなか難しいところでありますが。（発言する者あり）一緒に

できないというわけじゃないと思うんですけれども。 

 坪倉勝幸委員。 

○坪倉委員 要するに１つのシステムの中に２つの会計を入れることはできない

という理解ですか。 

○山本委員長 高橋室長。 

○高橋室長 ちょっと説明が、済みません、不足しておりまして、申しわけござ

いません。予算上は仕分けはしておりますけども、システムとしては１つのもの

で入れるということで考えております。 

○山本委員長 １つのシステムを組むと。納得はなかなか難しい。もう少し勉強

してからと思いますので。 

 そうしますと、農業集落排水事業につきましては、以上で審査を終了してもよ

ろしいですか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 そうしますと、建設課全体を通して質疑漏れがございませんでしょうか。 
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 坪倉勝幸委員。 

○坪倉委員 確認ですけども、これまで５年間、国の財政措置として地方道路整

備の交付金などの上乗せ、５０％が５５％に上乗せされとったんですけども、２

９年度で特別措置法が切れるということで議会からも意見書を出したんですけど、

３０年度以降の動きについてはどうでしょうか。 

○山本委員長 財原建設課長。 

○財原建設課長 今の交付金制度につきましては、９月議会で現状の交付金の財

政力指数に応じた上乗せの分を継続するということで意見書を提出いただいてい

るところです。３０年度の基本的な詳細なものは届いておりませんが、現在のと

ころは２９年に引き続いて継続するということで上げておりますので、一応その

あたりで、全国的な運動で各議会、それなり地方公共団体、そういったものが動

いて、年数の継続になってるというふうに認識をしておりますが、ちょっと、済

みません、詳細につきましては文書的なものを確認しておりませんが、御協力あ

りがとうございました。 

○山本委員長 よろしいですか。 

 古都勝人委員。 

○古都委員 一般会計のほう、９５ページでございますが、生山印賀線の測量業

務といわゆる工事業務とありますけども、それぞれの予定されておる延長につい

てお聞かせをいただきます。 

○山本委員長 何ページでしたですか。 

○古都委員 ９０。 

○山本委員長 ９０ページですか。 

 安達室長。 

○安達室長 先ほど御質問がありました道路新設改良事業につきまして、まず、

生山印賀線につきましては、２８年度整備を行った区間の引き続き生山側のとこ

ろを事業としては予定しております。これにつきましては、道路拡幅するという

予定に、３０年度につきましてはしております。延長が約１００メートルで予定

をしております。申しわけございません。（「測量も」と呼ぶ者あり）測量もあ

わせてということになります。（発言する者あり）測量につきましては、用地測

量になります。（「生山側だね」と呼ぶ者あり）生山側になります。 
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○山本委員長 そのほかございますか。 

 村上正広委員。 

○村上委員 次のページになりますけども、河川掘削の関係で、先般の常任委員

会の中では県の関係で４つの川だったかな、５つの川だったかな、報告をいただ

いたんですけども、今回は町の関係で１５０万、予算計上してありますけども、

これはどこをやられる予定なのか、お聞かせいただきたい。 

○山本委員長 財原建設課長。 

○財原建設課長 町予算で組んでおります河床掘削、今年度１５０万円をお願い

してるとこです。基本的には毎年実施してます九塚川が基本ではありますが、自

治会からの要望があったりしたものを追加、また、災害の対応にということで、

そういったものに対応するものも含めてトータルで１５０万円というふうに考え

ておりますので、決まったところはありません。特に町で管理するべき場所につ

きましては、また、要望の対応の予算枠ということで考えております。 

○山本委員長 そのほかございますか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 ないようでしたら、建設課につきましては、以上で審査を終了いたします。 

 建設課の皆さん、お疲れさまでした。退席していただいて結構です。 

 そうしますと、建設課について、特に意見を付すべきということがございまし

たら、メール等で結構ですので、１５日までに議会事務局のほうに届けていただ

きたいと思います。 

 そうしますと、本日の会議は以上で散会といたします。お疲れさまでした。 
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